
上越市規則第 40号 

上越市脱炭素住宅推進補助金交付規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、国及び新潟県の取組と連携し、新築住宅等への太陽光発電システムの

普及を促進することにより温室効果ガスの排出量を削減するために、予算の範囲内で交付

する上越市脱炭素住宅推進補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 対象住宅 太陽光発電システムを設置する戸建住宅をいう。 

⑵ 国県補助金 次に掲げる要綱に基づく補助対象事業（市長が別に定めるものに限る。）

により交付される補助金をいう。 

  ア こどもエコすまい支援事業補助金交付要綱（令和４年１２月２日付け国住生第  

２５０号） 

  イ 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（戸建住宅におけるネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウス（ＺＥＨ）化等支援事業交付要綱（平成３０年３月１９日付け環地温発

第１８９０１９２８号） 

  ウ 住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業費交付要綱（令和３年３月 

２６日付け２０２１０１２８財資第１９号） 

エ 新潟県版雪国型ＺＥＨ等導入促進補助金交付要綱（令和５年５月３１日施行） 

オ 住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業補助金交付要綱（令和４年４月１

日付け国住生第４５７号） 

カ 子育てエコホーム支援事業補助金交付要綱（令和５年１１月２９日付け国住生第２

２４号） 

⑶ 太陽光発電システム 自家消費型の住宅用太陽光発電システムをいう。 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、次の各号のいず

れにも該当する者とする。 

⑴ 本市の区域内で対象住宅の建築又は取得をする者 

⑵ 登録申請日の属する年度内に対象住宅について国県補助金の交付確定を受ける者 

⑶ 市税を滞納していない者 



⑷ 本市の他の住宅の建築又は取得に係る補助金の交付を受けていない者 

⑸ 本市が実施する施策に関する調査等に協力する意思を有する者 

⑹ 暴力団（上越市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年上越市条例第３４号）

第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条第２号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべ

き関係を有しない者 

（登録） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ交付対象者としての登録を受けな

ければならない。 

 （登録申請等） 

第５条 前条の規定により登録を受けようとする者は、市長が別に定める募集期間内に上越

市脱炭素住宅推進補助金交付対象者登録申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて

市長に提出しなければならない。 

⑴ 国県補助金の交付決定通知書の写し（ただし、募集期間内において、交付申請を行っ

たにもかかわらず、交付決定通知書が到達しない場合にあっては、当該交付申請書） 

⑵ 太陽光発電システムの設置場所、仕様及び規格が分かる書類の写し 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、交付対象者の登録の可否 

                              決定 
を決定したときは、上越市脱炭素住宅推進補助金交付対象者登録  通知書（第２号様式） 
                             却下 

により通知するものとする。 

（登録の取下げ） 

第６条 前条第２項の規定により登録の決定を受けた者のうち、国県補助金の申請を取り下

げ、若しくは却下されたとき又は太陽光発電システムの設置を中止しようとするときは、

上越市脱炭素住宅推進補助金登録取下げ届出書（第３号様式）を速やかに市長に届け出な

ければならない。 

 （補助金の額等） 

第７条 補助金の額は、国県補助金の交付確定額に１００分の３０を乗じて得た額（当該額

に１，０００円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）とし、３０万円を限

度とする。 

２ 補助金の交付は、一の対象住宅につき１回を限度とする。 

（交付申請等） 

第８条 補助金の交付を申請しようとする交付対象者は、上越市脱炭素住宅推進補助金交付



申請書（第４号様式）に次に掲げる書類を添えて、第５条第２項の規定による登録のあっ

た日の属する年度の３月３１日までに市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 国県補助金の交付確定通知書の写し 

⑵ 対象住宅の全景及び太陽光発電システムの設置状況が分かる写真 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決 

                       決定 
定したときは、上越市脱炭素住宅推進補助金交付  通知書（第５号様式）により通知す 
                      却下 

るものとする。 

（決定の取消し） 

第９条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

⑵ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第１０条 市長は、前条の規定により当該補助金の交付の決定を取り消し、既に補助金が交

付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（その他） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に交付され、又は保有している改正前の第１号様式は、当分の間、

適宜、適切な修正を加えて、改正後の第１号様式に相当する様式として使用することがで

きる。 



第１号様式（第５条関係） 

 

上越市脱炭素住宅推進補助金交付対象者登録申請書 

 

年  月  日 

（宛先）上越市長 

 

次のとおり上越市脱炭素住宅推進補助金の交付対象者として登録したいので、関係書類を

添えて申請します。 

 

１ 登録申請者 

氏 名 又 は 

団体名及び 

代 表 者 名 

 

住 所 

（所在地） 

〒   － 

電話番号  

E-mail 

アドレス 
 

対象住宅 

の所在地 

□ 同上（上記の住所と同じ場合は□にレ点を記入してください。） 

〒   － 

 

 

２ 国県補助制度 

活 用 す る 

国県補助金 

（該当する補助金の□にレ点を記入してください。） 

□ こどもエコすまい支援事業 

□ 子育てエコホーム支援事業 

□ ＺＥＨ支援事業 

□ 次世代ＺＥＨ＋（注文・建売・ＴＰＯ）実証事業 

□ 次世代ＨＥＭＳ実証事業 

□ 地域型住宅グリーン化事業 

□ ＬＣＣＭ住宅整備推進事業 

□ 新潟県版雪国型ＺＥＨ支援事業   



国県補助金の

交付決定額又

は交付申請額

（Ａ） 

                円 

 

３ 市補助制度 

交付申請 

予 定 額 

 

 

                     円（千円未満切り捨て） 

 

【算出方法】 

国県補助金の交付決定額又は交付申請額（Ａ）×30/100（３０万円を限

度とする。） 

  

添付書類 (□にレ点を記入してください。) 

□ 交付決定通知書の写し（ただし、募集期間内において、交付申請を行ったにもかかわ

らず、交付決定通知書が到達しない場合にあっては、当該交付申請書） 

□ 太陽光発電システムの設置場所、仕様及び規格が分かる書類の写し 

誓約・同意事項 (□にレ点を記入してください。) 

□ 市税の滞納がないことを確認するため、     課の職員が納税状況を閲覧するこ

とに同意します。 

□ 本市の他の住宅の建築又は取得に係る補助金の交付を受けていません。 

□ 上越市が実施する施策に関する調査等に協力します。 

(上越市暴力団の排除の推進に関する条例に基づく暴力団の排除のための誓約) 

⑴ 補助金を暴力団の活動に使用しません。 

⑵ 補助金の交付の対象となる事業により暴力団に対し利益を供与することはありませ

ん。 

⑶ ⑴又は⑵に反する場合は、この申請を却下され、補助金の交付対象者の登録若しく

は交付の決定を取り消され、又は交付を受けた補助金を返還することを承諾します。 

 

□ 上記について誓約します。 

 

 

  



第２号様式（第５条関係） 

 

                             決定 
上越市脱炭素住宅推進補助金交付対象者登録  通知書 

                             却下 
 

第     号 

   年  月  日 

          様 

上越市長          

 

 

     年  月  日付けで申請のあった上越市脱炭素住宅推進補助金交付対象者          

と お り 決 定 

の登録について、次の          したので通知します。 
          理由により申請を却下 

 

決 定 

登 録 番 号 第       号 

交付申請予定額       円 

却 下 理 由  

 

 

  



第３号様式（第６条関係） 

 

上越市脱炭素住宅推進補助金登録取下げ届出書 

 

（宛先）上越市長   

 

  年  月  日 

 

                        住所（所在地）            

団体名               

氏名（代表者名）          

登録番号     第      号 

 

 

年  月  日付けで登録された上越市脱炭素住宅推進補助金について、次の

理由により取り下げたく届け出ます。 

 

取下げの理由 

 

 

 

 

 

 

  



第４号様式（第８条関係） 

 

上越市脱炭素住宅推進補助金交付申請書 

 

（宛先）上越市長   

 

年  月  日 

 

次のとおり上越市脱炭素住宅推進補助金の交付を受けたいので申請します。 

氏 名 又 は 

団体名及び 

代 表 者 名 

 

住 所 

（所在地） 

〒   － 

 

 

電話番号  

E-mail 

アドレス 
 

対象住宅の

所 在 地 

□ 同上（上記の住所と同じ場合は□にレ点を記入してください。） 

〒   － 

 

 

登 録 番 号 第         号 

国県補助金の

交付確定額

（Ａ） 

                円 

市補助金の 

交付申請額 

  

               円（千円未満切り捨て） 

 

【算出方法】 

 国県補助金の交付確定額（Ａ）×30/100（３０万円を限度とする。） 

  

添付書類 (□にレ点を記入してください。) 

□ 国県補助金の交付確定通知書の写し 

□ 対象住宅の全景及び太陽光発電システムの設置状況が分かる写真 



振込先口座情報 ※申請者名義の口座に限る。 

金 融 機 関 名  支 店 名  

預 金 種 目 普通 ・ 当座 口 座 番 号        

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義  

誓約・同意事項 (□にレ点を記入してください。) 

□ 市税の滞納がないことを確認するため、     課の職員が納税状況を閲覧するこ

とに同意します。 

□ 本市の他の住宅の建築又は取得に係る補助金の交付を受けていません。 

□ 上越市が実施する施策に関する調査等に協力します。 

（上越市暴力団の排除の推進に関する条例に基づく暴力団の排除のための誓約) 

⑴ 補助金を暴力団の活動に使用しません。 

⑵ 補助金の交付の対象となる事業により暴力団に対し利益を供与することはありませ

ん。 

⑶ ⑴又は⑵に反する場合は、この申請を却下され、補助金の交付対象者の登録若しく

は交付の決定を取り消され、又は交付を受けた補助金を返還することを承諾します。 

 

□ 上記について誓約します。 

 

  



第５号様式（第８条関係） 

 

            決定 

上越市脱炭素住宅推進補助金交付  通知書 

            却下 

 

 第     号 

年   月  日 

 

              様 

上越市長           

 

 

     年  月  日付けで交付申請のあった上越市脱炭素住宅推進補助金につ 

     と お り 決 定 
いて、次の          したので通知します。 
     理由により申請を却下 

 

決 定 

交付決定額 円  

交 付 条 件 

１ この補助金の対象となる事業及びその内容は、    年 

   月  日付けによる交付申請書記載のとおりとする。 

 

２ 上越市脱炭素住宅推進補助金交付規則に従うこと。 

 

却 下 理 由  

 

 


